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要介護認定・要支援認定申請及び訪問調査に係る協力依頼について 

                       

                      認定審査担当･認定調査担当 

 

１ 要介護認定・要支援認定申請の注意事項について 

 

（１）認定申請書の提出について 

  迅速かつ適正な認定審査が実施できるよう特に次のことについて御協力を 

お願いします。 

ア 申請は，介護保険サービス利用の意向を本人や家族に十分確認した上で

行ってください。すぐの介護保険サービスの利用予定がない場合は，必要

時に申請を行うようにしてください。 

イ 入院・手術・転院の予定がわかっている場合は，申請の時期について十

分検討してください。すぐに訪問調査が行えなかったり，調査票と主治医

意見書との状態相違のため，認定結果が出るまでに時間がかかります。そ

のため，認定申請は状態を十分に考慮され，サービス利用の見込みが出来

る時点で行ってください。 

ウ 更新申請については，「１日から９日」，「１０日から月末」の２つの時

期に分け，緊急性等を考慮したうえで，おおむね半数ずつになるように提

出してください。 

エ 介護保険施設入所者については，提出時期の指定はありませんが，急ぐ

方以外は，１０日以降の提出をお願いします。 

 

（２）要介護認定要支援認定 申請書の記入について 

次の記入欄について特に留意してください。（申請書Ｐ２３） 

ア 主治医・・・・・・・・申請書⑨ 

病院名・医師名・通院状況等を，申請の都度，本人・ご家族等に必ず

確認してください。また，申請時に記入された医療機関について変更

がある場合は，速やかに介護保険課まで連絡をお願いします。 

イ ２号被保険者・・・・・申請書⑩ 

主治医に確認のうえ，該当する特定疾病名を１６のうちから記入して

ください。医療保険証の写しを必ず添付してください。 

ウ 入所中・入院中の方・・申請書⑪⑫ 

申請時点での状態をよく確認して記入してください。 

   

 ※記入に関する注意事項について，記載例を再度確認してください。 
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２ 要介護認定調査（訪問調査）の実施に係る連絡票（以下連絡票）について 

  住所・電話番号など内容は，すべて正確に記載してください。  

  また，次の項目は特に気をつけてください。 

（１）現在住んでいる場所及び調査実施場所・・・・・・・・連絡票③④    

被保険者が現在住んでいる場所が住民票の住所地以外の場合，詳し

く記入してください。特に， 

入院中の場合：階・病棟まで 

入所中の場合：施設名だけでなく，所在地まで記入してください。 

 

  （２）同席者の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・連絡票⑤ 

日頃の状況がよくわかる方の同席をお願いします。 

続柄は，必ず記入してください。 

 

  （３）日程調整の相手・・・・・・・・・・・・・・・・・連絡票⑥ 

     日中連絡が取れるところを記入してください。 

     電話番号（特に携帯番号）の記載間違いがないようにお願いします。 

 

  （４）本人の状況・その他・・・・・・・・・・・・・・・連絡票⑧ 

     感染症・難聴・別室での聞き取り希望は，確認して必ず記入してく

ださい。 

     暴言・暴力など，本人または同席者について，調査員に特に伝えて

おきたい内容は，漏れのないように詳しく記入してください。 

 

※連絡票は福山市介護保険課のホームページからダウンロードできます。 

【ダウンロード手順】 

福山市ホームページ（http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/） 

→担当部署でさがす 

→介護保険課 

→介護保険各種申請書ダウンロード 

→要介護認定・要支援認定申請書 

要介護認定（新規・更新・変更・介護新規・転入）申請（詳細） 

→要介護認定・要支援認定申請書「必要な添付書類」 

要介護認定調査（訪問調査）の実施に係る連絡票 PDFまたは Excel 

 

   ※認定申請及び訪問調査について，ご不明な点は認定審査担当または 

認定調査担当へお尋ねください。 

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/

